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 働き方改革関連法案成立 

 

 

 

   

   

政府が今国会の重要施策とさだめていた働き方改革関連法案が 6 月 29 日に成立しました。来年 4 月より順

次、新しいルールが施行されていきます。これまで長時間労働への対策を先延ばしにしていた企業も、その対策

は待ったなしとなります。法案の中心である「労働時間上限規制」「高度プロフェッショナル制度」「同一労働同一

賃金」を中心に、働き方改革関連法案の全体像についてご紹介していきます。 

■労働時間上限規制 

現在の労働時間法制度、原則として 1 日 8 時間、1 週 40 時間を超えて労働者を働かせることは禁じられていま

す。この例外として、労使間で 36 協定を締結し、労働基準監督署に届出ることで、原則を超えて働かせることが認

められています。この 36 協定において、さらに繁忙期において適用できる特別条項を設定する場合、労働時間の

上限がなくなり、過重労働につながることが問題視されていました。今回の改正で特別条項に上限が設けられ、違

反した場合には罰則が適用されることになります。 

 

原則の限度時間 １日８時間、１週４０時間 

36 協定の限度時間 
月４５時間、年間３６０時間  （１年単位の変形労働時間制の場合は月４２時間、年間３２０時

間）  ※従来の基準を法律条文に格上げ 

特別条項付 36 協定

の限度時間 

①１年７２０時間（月平均６０時間） 

②単月では法定休日労働を含み１００時間未満 

③２ヶ月～６ヶ月それぞれの月平均では法定休日労働を含み８０時間以内 

罰則 上記②、③に違反した場合は、６ヶ月以下の懲役又は３０万円以下の罰金 

施行日 
大企業    ２０１９年４月 

中小企業  ２０２０年４月 

■高度プロフェッショナル制度 

 一定の要件を満たした高度専門人材については、本人の同意を条件に、労働時間の規制対象から除外とする

新しい制度が高度プロフェッショナル制度です。高度プロフェッショナル制度は、働いた時間ではなく、その成果で

評価することになります。 

 

対象業務 
金融商品の開発業務、金融商品のディーリング業務、アナリストの業務、 

コンサルタントの業務、研究開発業務            ※詳細は今後省令で定める 

対象労働者 

①使用者との書面合意で職務範囲が明確に定められ、かつ、その範囲内で労働する 

②年収が１，０７５万円以上 

※本人の意思で同意の撤回が可能 

適用除外範囲 労働基準法第４章に定める労働時間、休憩、休日および深夜の割増賃金に関する規定 

健康確保措置 

対象労働者の健康確保のために、以下の３つ措置を取ることが必要になります。 

①健康管理時間（事業場内にいた時間＋事業場外で労働していた時間の合計）の把握 

②年間１０４日以上かつ、４週を通じ４日以上の休日の確保 

③以下いずれかの措置 

a 勤務間インターバル制度の導入および深夜労働の回数の制限 

b １ヶ月または３ヶ月での健康管理時間の上限設定 

c １年に１回以上の継続した２週間以上の休日の付与 

d 健康管理時間が週４０時間を超える時間が月８０時間を超えた場合、または本人から申し

出があった場合の健康診断の実施 

施行日 ２０１９年４月 



 

■同一労働同一賃金 

 同法案では、事業主に短時間・有期契約労働者に対する、正規雇用労働者と比較した不合理な待遇、または差

別的取扱いを禁じ、「均衡待遇」と「均等待遇」を確保すると共に、待遇の相違等に関する説明義務を求めていま

す。この同一労働同一賃金については、これを争点とした判決が 6 月 1 日に最高裁において言い渡されました（ハ

マキョウレックス事件、長澤運輸事件）。今後は最高裁判決も踏まえながら、正規雇用者と契約社員との処遇を考

えていくことが求められます。 

 

不合理な待遇禁止 差別的取扱い禁止 

判断基準 

①職務の内容（業務内容および責任の範囲） 

②配置変更・転勤の有無および範囲 

③その他の事情 

判断のポイント 
個々の待遇の性質・目的、事情を考慮して、

不合理か否かを判断 

①と②が通常の労働者と同一かどうかで判

断 

■その他の改正案 

働き方改革関連法案では、他にも次の事項が成立、施行を予定されています。なかでも、「年次有給休暇の年５

日取得義務」「月 60 時間超の時間外労働の割増率引上げ」については、中小企業を中心に影響が大きい内容と

なりますので、早めの対応が必要となります。 

 

法改正項目 概要 施行日 

年次有給休暇の 

年５日取得義務 

年１０日以上の年次有給休暇が付与される労働者について、時季を指

定して年５日の取得が義務となる 
２０１９年４月 

フレックスタイム制の 

見直し 
フレックスタイム制の清算期間の上限を１ヶ月から３ヶ月に延長する。 ２０１９年４月 

月６０時間超の時間外

労働の割増率引上げ 

中小企業に対する割増賃金率引上げの猶予を廃止し、月６０時間を 

超える時間外労働に係る割増賃金を５０%以上とする 
２０２３年４月 

長時間労働者の医師

の面接指導の見直し 

長時間労働者の医師面接指導の基準を、時間外労働月１００時間から

月８０時間に引下げる。 
２０１９年４月 

労働時間の状況把握

の実効性確保措置 

管理監督者を含む全ての労働者に対する労働時間の把握を、現認や

客観的手段によることを義務化する。 
２０１９年４月 

限度基準適用除外 

見直し 

自動車運転業務、建設業務、医師等に対する時間外労働の限度基準

適用除外についての見直しを行う。 
２０２４年４月 

勤務間インターバル 

（努力義務） 

前日の終業時刻と翌日の始業時刻の間に一定時間の休息の確保を

行う勤務間インターバルの導入が努力義務とされる。 
２０１９年４月 
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